
「特定電子メール法」の概要 

電気通信事業者 

受信者 

○オプトイン規制 
 －同意のない者への原則送信禁止 
 －同意の記録保存義務 
 －受信拒否者への再送信禁止 
○表示義務 
○送信者情報偽装禁止 
○架空電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽあての送信禁止 

送信者・送信委託者 

措置命令 

役務提供拒
否 

外国執行当局 

申 出 
※架空電子メールアドレスあて
の送信が認められるとき 

※オプトイン規制違反、表示義務違
反、送信者情報を偽装した送信が認
められるとき 

登録送信適正化機関 

送信者情報を偽った送信 

架空電子メールアドレスあて送信 
（電子メールの送受信上の支障を防止する 
必要があると総務大臣が認めるとき） 同意のない者への送信 

受信拒否者への送信 表示義務違反 

１年以下の懲役または100万円以下の罰金（法人重課：3000万円以下の罰金） 
※総務大臣及び内閣総理大臣による命令の対象ともなる 

総務大臣及び内閣総理大臣による命令。命令に従わない
場合、１年以下の懲役または100万円以下の罰金（法人
重課：3000万円以下の罰金） 

主要な罰則 

指導・助言 

同意の記録義務違反 総務大臣及び内閣総理大臣による命令。命令に従わない場合、100万円以下の罰金（法人重課：100万円以下
の罰金） 

送信者等の 
契約者情報照会 

立入検査 

報告徴収 

情報提供等 

登録・監督 

申 出 

消費者庁長官 総務大臣 

情報提供 

※電子メールの送受信上の支障を防
止するために必要な範囲内であると
認められる場合 

※特定電子メールの送信の適正化に関する法律（平成14年法律第26号） 
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